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関西国際空港における分煙化対策について

昨年 月に健康増進法が施行されて以来、受動喫煙防止の取り組みを積極的5

に推進することが求められていることや「お客様の声」等でたばこに関する苦

情・要望が強く寄せられるようになりました。そのため、排煙設備が可能な場

所には、喫煙ルームを設置し、それが無理なところにおいては、分煙効果の高

い隔離型喫煙コーナーを設置するなどし 下記の通り喫煙場所を従来の館内、 36

ヶ所から 箇所に減らし、完全分煙化を図ることとしました。10
記

１．日本たばこ産業株式会社（以下「 」という ）様のご協力を得て国際線JT 。

制限区域内の中央トランジットエリアと国際線北ウイング中間駅付近（11
番搭乗ゲート と 階国内線フロアー北側に隔離型喫煙コーナーを新設し） 、2 2

階中央部のエスカレーター付近の隔離型喫煙コーナーは廃止します。

なお、設置工事は、平成 年 月 日から 日に掛けてを予定してお16 3 23 25

ります。

２．更に国内線出発・到着制限エリアの個室型喫煙室 個所についても、2 JT

様のご協力を得て４月２６日前後の供用開始を目標に作業を進めておりま

す。

３．国際線出発制限エリアの個室型喫煙室 個所については、 様の全面的2 JT

なご協力を得て整備することとしております。

このことにより、隔離型喫煙コーナーは、既存の 階国際線出発のパブリ4
ックエリアの 個所、 階国内線出発・到着のパブリックエリアの 個所に2 2 2

上記 箇所を加えて、計 箇所が整備されることになります。6 10
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